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１．医師の時間外の上限規制及び36協定の作成について

２．医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について



１．医師の時間外の上限規制及び36協定の作成について

こちら↓の資料も併せてご確認ください。
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１．医師の時間外の上限規制及び36協定の作成について
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１．医師の時間外の上限規制及び36協定の作成について
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１．医師の時間外の上限規制及び 36協定の作成について
3 6協定 １枚目・各水準共通
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１．医師の時間外の上限規制及び36協定の作成について
36協定 特別条項を定める場合
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１．医師の時間外の上限規制及び36協定の作成について
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１．医師の時間外の上限規制及び36協定の作成について

8



２．医師の研鑽に係る労働時間に関する考え⽅について

次に、こちら↓の資料をご準備ください
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２．医師の研鑽に係る労働時間に関する考え⽅について
【医 師 の 研 鑽 と 労 働 時 間】
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２．医師の研鑽に係る労働時間に関する考え⽅について
【ま と め 医 師 の 研 鑽 と 労 働 時 間】
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２．医師の研鑽に係る労働時間に関する考え⽅について
【例１ 診療における新たな知識、技能の獲得のための学習】
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２．医師の研鑽に係る労働時間に関する考え⽅について
【例２ 博士号／専門医を取得するための症例研究や論文作成】
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２．医師の研鑽に係る労働時間に関する考え⽅について
【例３ 技能を向上させるための手術や処置の見学】
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２．医師の研鑽に係る労働時間に関する考え⽅について
【労働時間かどうかを明確にするための手続き】
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２．医師の研鑽に係る労働時間に関する考え⽅について
【労働時間かどうかを明確にするための環境の整備】

16



医療機関の「新しい働き方」セミナー
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